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                                                        農業委員会だより うわじま                                                                           令和６年11月

       農地の権利移動制度が大きく変わります

   令和７年４月１日から、「農業経営基盤強化促進法」の改正により、「公益財団法人えひめ農林
  漁業振興機構（いわゆる中間管理機構）」を利用した貸借に変更されるため、農地の出し手と受け
  手の直接貸借はできなくなります。この制度は、農地の「出し手」と「受け手」の間に「中間管理
  機構」をはさむこととなるため、これまでより手続にかかる期間を要します。

【 現 行 】 【令和７年４月１日～】

  廃止

 ◎現在の出し手と受け手の直接の貸借は、契約期間満了まで有効です。それ以降は、中間管理機構を利
  用した貸借になります。
 ◎農地法第３条に基づく貸借は継続します。
 ◎未相続の農地を貸借したい場合は、早めに農業委員会事務局（0895-49-7036）まで御相談ください。

県 外 視 察 修 報 告

 令和６年７月３日～５日、姉妹都市である北海道当別町・札幌市へ視察研修へ行って来ました。13名の農業委員・農地利用
最適化推進委員、農林水産振興統括官、事務局から２名同行し、雄大な北海道の農地や花卉共選場の視察等を行いました。

 当別町農業委員会秋吉会長、青山会長職務代理者と一緒に笑顔で記念撮影 親睦が深まり、有意義な研修となりました。

          【北海道当別町について】

 北海道当別町の町名の由来は、アイヌ語の
「トウペツ」（沼から来る川の意）から出た
ものだそうです。
 農地面積8,520ha（R4年度）の広大な農地
で、アスパラガス、かぼちゃ、スイートコー
ン等が生育されています。また、北海道有数
の花卉生産地でもあり、「ユリ」は北海道一
の生産量を誇り、「かすみ草」や「カーネー
ション」の栽培も盛んに行われています。
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